
 

■虐待を早期に発見する観点として、 

「虐待はどこにでも起こり得る」 

という認識に立ち、右表のような異変 

や違和感を見逃さないことが重要です。  
■何より発生を予防することが大切 

です。スクールカウンセラー等による 

相談体制を充実させるだけでなく、 

「２４時間子供SOSダイヤル」等の 

連絡先を掲示するなど、児童生徒に広 

く知らせることも大切です。 

 

児童虐待防止法によって、学校や教職員に求められる主な役割は、次の①～④の４点です。 

  確かな学力の向上をめざして【９月】 

  

 

虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、子どもに対する最

も重大な権利侵害です。子どもを虐待から守るため、適切な対応をすることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校・教職員の役割、責務 

 

虐待の種類は、概ね次の４つのタイプに分類されます。 

 

    ※多くの事例においては、いくつかの虐待が複合しています。 

 

身体的虐待 心理的虐待 ネグレクト 性的虐待 

虐待とは 

① 虐待の早期発見に努めること（努力義務） 

② 虐待を受けたと思われる子どもについて、市町村（虐待対応担当

課）や児童相談所等へ通告すること（義務） 

③ 虐待の予防・防止や虐待を受けた子どもの保護・自立支援に関

し、関係機関への協力を行うこと（努力義務） 

④ 虐待防止のための子ども等への教育に努めること（努力義務） 

校長会資料（令和元年９月） 

■ 虐待への適切な対応 ～虐待から子どもの命を守るために～ 

ここが POINT！ 

虐待の確証がなくても
通告することが必要 

（児童虐待防止法より） 

 早期発見、発生予防のために 

・確証がなくても通告すること。 

・虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関であること。 

・保護者との関係よりも子どもの安全を優先すること。 

・通告は守秘義務違反には当たらないこと。 

中部教育局 

参考資料 「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（文部科学省：令和元年５月） 

早期に発見し、子ども
の命を守るためです。
誤りであったとしても
責任は問われません。 

 通告を判断するにあたってのポイント 
子どもの命を守るた
め、チームで対応し、
専門機関と連携して 
いきましょう！ 


